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は
じ
め
に

　

社
団
法
人
・
大
阪
市
中
央
卸
売
市
場
本
場
市
場
協
会
資
料
室
に
は
、
近
世
近
代
に
か

け
て
、
大
坂
雑
喉
場
で
魚
問
屋
を
営
ん
で
い
た
神
崎
屋
平
九
郎
家
の
文
書
『
鷺
池
家
文

書
』
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
鷺
池
家
文
書
』
は
、
二
〇
〇
点
余
が
残
存
し
、
そ

の
一
部
は
す
で
に
資
料
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
研
究
成
果
も
報
告
さ
れ
て
い
る（

１
）。

　

当
セ
ン
タ
ー
研
究
員
酒
井
亮
介
氏
が
同
室
室
長
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
関
係
か
ら
、

幸
い
な
こ
と
に
当
セ
ン
タ
ー
に
て
資
料
を
調
査
し
、
な
か
で
も
商
家
の
冠
婚
葬
祭
に
関

わ
る
資
料
に
つ
い
て
は
一
部
写
真
撮
影
を
終
了
し
、
現
在
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い

る
。
二
〇
〇
点
余
の
資
料
の
う
ち
、
近
世
の
も
の
は
二
〇
点
余
あ
り
、
そ
の
う
ち
十
四

点
は
、
婚
礼
や
法
要
を
は
じ
め
、
誕
生
し
た
子
ど
も
の
初
着
・
初
節
句
・
髪
置
・
袴
着

祝
や
隠
居
の
還
暦
祝
な
ど
人
生
の
通
過
儀
礼
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料

は
、
儀
礼
の
際
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
贈
答
品
や
祝
儀
銀
が
詳
細
に
記
さ
れ
、
親
類
や
地

域
社
会
と
の
つ
な
が
り
の
濃
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

近
世
大
坂
商
家
の
法
要
記
録
を
ま
と
め
た
数
少
な
い
成
果
と
し
て
、
当
セ
ン
タ
ー
研

究
員
近
江
晴
子
氏
校
訂
の
『
助
松
屋
文
書（

２
）』

が
あ
り
、
葬
式
や
法
事
な
ど
の
儀
礼
に
ま

つ
わ
る
「
モ
ノ
」
の
文
化
、
食
文
化
、
贈
答
文
化
な
ど
近
世
大
坂
商
家
の
生
活
文
化
を

知
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、『
鷺
池
家
文
書
』

の
調
査
が
進
め
ば
、
靭
の
干
鰯
問
屋
助
松
屋
と
雑
喉
場
の
生
魚
問
屋
神
崎
屋
の
法
要
を

比
較
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

近
世
大
坂
の
商
家
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
商
品
流
通
や
経
営
分
析
を
中
心
と
し

た
研
究
が
数
多
く
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
大
坂
商
人
が
発
展
し
、
諸
国
に
信
用
を

得
る
た
め
に
は
、
老
舗
で
あ
る
こ
と
や
そ
の
経
営
手
腕
が
問
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
方

で
、
地
域
や
親
類
と
の
結
び
つ
き
が
大
事
に
さ
れ
る
。
冠
婚
葬
祭
や
年
中
行
事
の
場
で

再
確
認
さ
れ
る
地
縁
・
血
縁
関
係
は
、
お
そ
ら
く
経
営
と
表
裏
の
関
係
で
重
要
な
も
の

と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
上
で
、
近
世
京
都
の
薬
種
問
屋
岡
田
家
の
祝
儀
・
不
祝
儀
文

書
を
駆
使
し
て
商
家
に
お
け
る
贈
答
儀
礼
や
通
過
儀
礼
の
意
義
を
考
察
し
た
森
田
登
代

子
氏
の
研
究
は
注
目
さ
れ
る（

３
）。

森
田
氏
は
、
奉
公
人
を
含
む
親
類
縁
者
相
互
の
人
間
関

係
に
贈
答
互
酬
の
習
俗
が
重
要
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
、
通
過
儀
礼
を
通
じ
た

近
世
の
家
族
の
あ
り
方
、
死
生
観
、
子
供
の
養
育
へ
の
想
い
な
ど
家
族
生
活
の
様
相
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
森
田
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
村
地
域
に
比

較
し
て
都
市
の
庶
民
階
層
の
通
過
儀
礼
や
贈
答
儀
礼
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
察
さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

そ
こ
で
、
近
世
大
坂
に
お
け
る
贈
答
儀
礼
や
通
過
儀
礼
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

『
鷺
池
家
文
書
』
の
う
ち
、
今
回
は
「
文
政
拾
年
三
月
吉
日　

弐
番
諸
事
覚
日
記
」
の

記
録
か
ら
四
代
目
神
崎
屋
平
九
郎
の
娘
お
て
い
と
富
田
屋
久
兵
衛
の
婚
礼
の
模
様
を
紹

介
し
、
近
世
大
坂
商
家
の
婚
礼
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
鷺
池
家
文
書
』

の
う
ち
近
世
の
文
書
は
、
法
要
関
係
記
録
が
圧
倒
的
に
多
く
、
婚
礼
の
記
録
は
数
件
の

み
で
あ
る
。
毎
年
毎
月
の
よ
う
に
年
忌
が
営
ま
れ
る
こ
と
は
、
商
家
と
し
て
経
営
が
維

持
さ
れ
、
家
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
の
で
、
商
家
に
と
っ
て
は
重
要
な
行

事
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
婚
礼
は
、
一
生
に
一
度
の
儀
礼
で
あ
る
か
ら
法

要
に
比
べ
て
当
然
記
録
は
少
な
く
な
り
、
資
料
と
し
て
残
存
す
る
可
能
性
も
低
く
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
お
て
い
の
婚
礼
記
録
は
、
近
世
大
坂
商
家
の
婚
礼
を
あ
ら
ゆ
る
分

野
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
な
数
少
な
い
資
料
と
し
て
価
値
の
高
い
も
の
と
言
え
よ

う
。

　

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
雑
喉
場
は
、
主
に
西
日
本
か
ら
運
ば
れ
る
生
魚
を
扱
う
市
場

と
し
て
全
国
の
商
人
が
集
ま
り
、
そ
の
取
引
の
様
子
は
『
摂
津
名
所
図
会
』『
浪
華
百

景
』『
浪
花
名
所
図
会
』『
海
川
諸
魚
掌
中
市
鑒
』『
浪
華
の
賑
ひ
』『
花
の
下
影
』
な
ど

研
究
ノ
ー
ト

森
本　

幾
子
（
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
研
究

セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員
）

　

近
世
大
坂
商
家
の
婚
礼

　
　
　

│
雑
喉
場
魚
問
屋
・
神
崎
屋
平
九
郎
家
を
事
例
と
し
て

│
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近
世
後
期
か
ら
幕
末
期
の
図
版
画
に
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
明
和
九
年

（
一
七
七
九
）
に
は
問
屋
仲
間
株
が
公
許
さ
れ
、
問
屋
株
持
ち
八
十
四
軒
が
百
軒
堀
の

東
浜
雑
喉
場
町
に
三
十
七
軒
、
西
浜
江
之
子
島
町
に
二
十
五
軒
が
集
中
し
魚
屋
町
を
形

成
し
て
い
た（

４
）。

ま
た
、
近
世
初
期
に
大
阪
天
満
宮
の
御
旅
所
が
後
の
雑
喉
場
の
地
に
設

け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
雑
喉
場
は
大
坂
天
満
宮
の
氏
地
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

雑
喉
場
商
人
た
ち
は
天
満
宮
の
氏
子
と
し
て
、
天
神
祭
に
「
鯛
」
や
「
鍾
馗
」
の
御
迎

人
形
を
船
上
に
飾
り
、
船
渡
御
船
列
を
お
迎
え
す
る
た
め
に
堂
島
川
を
遡
り
、
天
神
祭

を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る（

５
）。

　

こ
の
雑
喉
場
に
あ
っ
て
、
神
崎
屋
平
九
郎
家
（
明
治
期
以
降
は
鷺
池
平
九
郎
家
）

は
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
よ
り
「
魚
問
屋
神
崎
屋
平
九
郎
」
と
し
て
資
料
上
初
め

て
登
場
し
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
は
雑
喉
場
生
魚
問
屋
仲
間
年
行
司
を
勤
め
る

ほ
ど
の
成
長
を
遂
げ
た（

６
）。『
資
料
大
阪
水
産
物
流
通
史
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）

の
雑
喉
場
魚
問
屋
名
前
に
は
、
安
永
元
年
に
は
「
江
之
子
島
新
宮
屋
権
兵
衛
借
家　

神

崎
屋
平
九
郎
」、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
は
「
雑
喉
場
町　

神
崎
屋
平
九
郎
」

と
の
記
載
が
確
認
さ
れ
、
居
所
と
と
も
に
借
家
か
ら
家
持
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
年
の
「
文
政
十
年
四
月
嫁
入
ニ
付
二
階
普
請
」
の

記
載
や
「
明
治
五
年
正
月
吉
日　

貸
家
賃
扣
帳
」（
作
成
者　

鷺
池
平
九
郎
）
が
残
存

し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
は
す
で
に
借
家
人
を
抱
え

た
家
持
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。『
諸
国
客
方
控
』『
諸
国
客
方

帳
』
の
取
引
先
の
多
さ
か
ら
み
て
も
、
神
崎
屋
平
九
郎
家
は
、
近
世
後
期
か
ら
幕
末
期

に
か
け
て
大
き
く
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）、
同
四
年
（
一
八
七
一
）
に
も
生
魚
問
屋
年
行
司
を
継
続
し
、
同
六
年

（
一
八
七
三
）
に
は
西
大
組
第
五
区
長
、
同
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
、
問
屋
組
合

仲
間
総
代
、
同
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
は
雑
喉
場
魚
市
場
総
代
に
就
任
す
る
な

ど
、
近
世
か
ら
近
代
の
雑
喉
場
に
お
い
て
要
と
な
る
商
家
で
あ
っ
た（

７
）。

　

四
代
目
平
九
郎
の
娘
お
て
い
の
婚
礼
は
、
ち
ょ
う
ど
神
崎
屋
平
九
郎
家
が
雑
喉
場
の

問
屋
と
し
て
成
長
を
遂
げ
る
時
期
に
あ
た
り
、
こ
の
こ
と
が
お
て
い
の
婚
礼
に
ど
の
よ

う
に
影
響
し
て
く
る
の
か
も
大
変
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
婚
礼
の
流
れ
に

沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
特
に
断
り
の
な
い
限
り
『
鷺
池
家

文
書
』
の
う
ち
「
文
政
拾
年
三
月
吉
日　

弐
番
諸
事
覚
日
記
」
の
記
載
を
も
と
に
記
述

す
る
。

一
．
近
世
大
坂
商
家
の
婚
礼

①
四
代
目
平
九
郎
と
娘
お
て
い

　

お
て
い
の
婚
礼
を
み
る
前
に
、『
大
阪
雑
喉
場
魚
問
屋
史
料
』
掲
載
解
題
の
系
図
を

参
照
し
な
が
ら
、
ま
ず
、
四
代
目
神
崎
屋
平
九
郎
と
娘
お
て
い
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介

し
て
お
こ
う
。
婚
礼
の
記
録
で
は
、
お
て
い
の
父
親
は
四
代
目
平
九
郎
、
母
親
は
、
す

賀
が
務
め
て
い
る
。

　

四
代
目
平
九
郎
（
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）―

天
保
五
年
（
一
八
三
四
））
は
、
寛

政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
、
妻
い
と
（
黒
屋
喜
兵
衛
娘
）
に
先
立
た
れ
た
後
、
後
妻
と

し
て
、
つ
る
（
薩
摩
屋
伊
兵
衛
娘
）
を
迎
え
る
が
、
彼
女
も
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

八
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
も
四
代
目
は
、
後
妻
と
し
て
文
化
九
年
八
月

（
一
八
一
二
）
に
、
ぎ
ん
（
升
屋
差
兵
衛
娘
）
を
、
同
十
年
（
一
八
一
三
）
十
二
月

に
、
八
十
女
改
メ
つ
る
（
菱
屋
源
兵
衛
娘
）
を
、
同
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
、
ぎ
ん

（
天
王
寺
屋
作
兵
衛
娘
の
ち
離
縁
）
を
、
同
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
、
す
賀
（
大
和

屋
善
兵
衛
娘
）
を
そ
れ
ぞ
れ
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

四
代
目
平
九
郎
は
、
初
め
の
妻
い
と
と
の
間
に
、
息
子
久
兵
衛
（
改
メ
重
蔵
）
と
娘

き
た
を
授
か
っ
た
が
、
き
た
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
今
回
登
場
す
る
お
て
い
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
四
代
目
と
後
妻
つ
る
と

の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
が
、
つ
る
は
、
お
て
い
の
嫁
ぐ
十
五
年
前
、
お
て
い
が

八
歳
の
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
年
に
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
す
賀
が
代
わ

り
に
育
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
賀
に
も
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）、
四
代
目
と
の

間
に
、
娘
く
に
を
も
う
け
て
い
た
が
、
く
に
も
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
わ
ず
か
四

歳
で
夭
折
し
て
し
ま
っ
た
。

　

平
九
郎
に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
た
後
妻
つ
る
に
は
、
お
て
い
の
他
に
息
子
平
八
郎
と

娘
え
ち
が
い
た
が
、
平
八
郎
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
七
歳
で
夭
折
、
え
ち
は
薩
摩

屋
伊
兵
衛
へ
嫁
い
だ
。
後
に
え
ち
の
子
は
、
六
代
目
平
九
郎
と
し
て
嫁
ぎ
先
の
薩
摩
屋

か
ら
神
崎
屋
へ
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

四
代
目
平
九
郎
は
、
次
々
と
後
妻
を
迎
え
、
生
ま
れ
た
娘
を
親
戚
筋
の
商
家
へ
嫁
が
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せ
、
そ
こ
で
誕
生
し
た
男
子
を
養
子
と
し
て
家
に
入
れ
る
こ
と
に
尽
力
し
て
い
る
。
後

妻
を
迎
え
る
の
は
、「
家
」
の
存
続
を
図
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
六
人
の
子
の
う
ち
三

人
を
幼
く
し
て
亡
く
し
た
四
代
目
に
と
っ
て
、
残
さ
れ
た
久
兵
衛
（
改
メ
重
蔵
）、
お

て
い
、
え
ち
は
、「
家
」
存
続
の
た
め
の
切
り
札
で
あ
る
と
同
時
に
、
可
愛
い
わ
が
子

で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

今
回
花
嫁
と
し
て
登
場
す
る
お
て
い
は
、
二
十
三
歳
で
嫁
ぎ
、
結
婚
後
三
年
目
の
文

政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）、
二
十
六
歳
の
時
に
夫
富
田
屋
久
兵
衛
と
の
間
に
長
男
辰
三

郎
を
も
う
け
る
が
、
婚
礼
か
ら
わ
ず
か
十
三
年
後
の
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）、

三
十
七
歳
の
若
さ
で
生
涯
を
閉
じ
る
。

　

都
市
や
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
商
家
の
女
性
が
家
の
た
め
に
活
躍
し
て
い
た
姿
は

近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る（

８
）。
し
か
し
、
お
て
い
が
ど
の
よ
う
な

女
性
で
あ
っ
た
か
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
残
念
な
が
ら
残
さ
れ
て
い

な
い
し
、
商
家
の
妻
と
し
て
主
体
的
に
何
か
を
し
た
と
い
う
記
録
も
な
い
。
こ
こ
で
検

討
す
る
の
は
、
婚
礼
に
つ
い
て
の
淡
々
と
し
た
記
録
類
で
は
あ
る
が
、
三
十
七
年
間
の

生
涯
の
う
ち
彼
女
に
と
っ
て
は
一
生
に
一
度
の
婚
礼
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
規
模
の

差
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
大
坂
商
家
の
女
性
が
数
知
れ
ず
存
在
し
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
の
一
生
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
認
識

さ
れ
る
。

②
結
納

　

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）、
三
久
橋
南
詰
河
内
屋
彦
兵
衛
が
仲
人
と
な
っ
て
、
お
て

い
は
、
富
田
屋
久
兵
衛
へ
嫁
ぐ
こ
と
と
な
り
、
同
年
三
月
十
三
日
に
は
、
結
納
の
儀
が

執
り
行
わ
れ
た
。
今
の
と
こ
ろ
、
嫁
ぎ
先
の
富
田
屋
久
兵
衛
が
ど
の
よ
う
な
商
家
で
あ

っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
。
雑
喉
場
の
問
屋
に
も
富
田
屋
の
名
前
が
な
い
の
で
、
他
業
種

の
商
家
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
神
崎
屋
平
九
郎
家
は
、
別
家
が
五
軒
（
神
崎

屋
万
蔵
・
同
両
蔵
・
同
又
蔵
・
同
治
兵
衛
・
同
定
七
）、
手
代
三
人
、
下
人
三
人
、
下

女
四
人
、
丁
稚
三
人
が
お
り
、
一
方
、
富
田
屋
久
兵
衛
家
は
別
家
一
軒
（
富
田
屋
藤

助
・
同
子
息
藤
次
郎
）
し
か
記
載
が
な
い
が
、
下
人
・
下
女
を
七
人
抱
え
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、
別
家
の
数
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
ぼ
同
格
の
商
家
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
お
て
い
入
家
」
の
項
目
を
み
る
と
、
結
納
の
品
と
し
て
四
代
目
神
崎
屋
平
九
郎

（
以
下
四
代
目
平
九
郎
）
か
ら
娘
婿
の
富
田
屋
久
兵
衛
（
以
下
婿
久
兵
衛
）
へ
、「
絹
布

料　

金
五
両
」「
熨
斗
」「
昆
布　

二
拾
本
」「
鰹
節　

一
連
」「
御
酒　

一
荷
」「
角
樽

也
酒
」
が
贈
ら
れ
た
。「
絹
布
料　

金
五
両
」
は
嫁
の
持
参
金
と
し
て
納
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
結
納
品
は
釣
台
に
載
せ
、
夜
五
ツ
時
頃
（
現
在
の
午
後
八
時

頃
）、
仲
人
一
人
、
お
よ
び
宰
領
一
人
と
供
廻
り
八
人
に
よ
っ
て
富
田
屋
へ
運
ば
れ
た
。

そ
の
後
、
作
り
身
・
濱
焼
・
吸
物
ほ
か
五
品
の
献
立
が
出
さ
れ
、
結
納
の
儀
は
終
了
し

た
。

③
出
立
の
祝
い
と
「
嫁
入
到
来
物
」

　

結
納
が
済
み
、
お
て
い
の
嫁
入
り
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
別
家
・
家
内
・
出
入
方
か

ら
祝
儀
銀
が
贈
ら
れ
た
。「
別
家
家
内
出
入
方
祝
儀
銀
」
の
項
目
を
み
る
と
、「
別
家
家

内
」
は
、
別
家
の
神
崎
屋
万
蔵
・
同
両
蔵
・
同
又
蔵
・
同
治
兵
衛
・
同
定
七
か
ら
は
銀

一
両
、
そ
の
妻
お
か
ね
・
お
か
る
・
お
ま
つ
・
お
甚
・
お
止
か
ら
は
銀
三
匁
、
そ
の
他

出
入
方
の
女
性
四
人
か
ら
は
銀
三
匁
、
手
代
の
田
助
・
嘉
助
・
九
兵
衛
三
人
、
下
人
の

弥
助
・
徳
蔵
・
和
助
三
人
、
下
女
い
と
・
よ
し
・
こ
と
三
人
か
ら
も
銀
三
匁
が
そ
れ
ぞ

れ
贈
ら
れ
て
い
る（

９
）。「
客
方
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
親
類
衆
の
祝
儀
銀
の
金
額
に

関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
祝
儀
銀
が
渡
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後

家
竹
・
き
さ
か
ら
は
銀
二
匁
、
別
家
の
忰
や
子
ど
も
四
人
か
ら
は
銀
一
歩
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
他
町
内
か
ら
も
祝
儀
銀
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
特
別
に
祝
儀
銀
が
贈
ら
れ
る
の

は
、
神
崎
屋
平
九
郎
家
と
日
常
的
に
つ
な
が
り
の
深
い
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ

る
。

　

親
類
・
縁
者
か
ら
の
祝
い
の
品
々
や
銀
子
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
神
崎
屋
本
家
へ
親
類

中
が
寄
り
合
い
、
小
豆
飯
を
食
べ
、
お
て
い
の
嫁
入
り
を
共
に
祝
っ
た
。
葬
礼
や
法
事

以
外
に
祝
儀
儀
礼
に
お
い
て
も
、
親
類
縁
者
と
の
結
び
つ
き
の
基
盤
は
、
こ
の
よ
う
な

「
共
食
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

КУ

。

　

続
い
て
「
嫁
入
到
来
物
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。「
嫁
入
到
来
物
」
の
項
目
に

は
、
六
〇
人
余
の
関
係
者
か
ら
の
祝
い
の
品
々
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
者
す
べ
て
が
神
崎
屋
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
、
今
の
と

こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
判
明
す
る
贈
り
主
と
そ
の
到
来
物
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
前
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述
の
「
別
家
家
内
出
入
方
祝
儀
銀
」
の
項
目
で
は
記
載
の
な
か
っ
た
人
た
ち
も
登
場
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
留
意
し
て
み
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
別
家
衆
と
そ
の
妻
か
ら
は
、
雨
傘
・
日
傘
・
下
駄
・
草
履
な
ど
の
実
用
品
と

と
も
に
銀
一
両
・
銀
一
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
親
類
衆
を
み
る
と
、
親
類
惣
代

の
薩
摩
屋
伊
兵
衛
か
ら
は
金
一
両
、
大
和
屋
善
兵
衛
・
長
浜
屋
幸
輔
・
灘
屋
利
三
郎
か

ら
は
金
五
百
疋
、
沢
田
源
吾
か
ら
は
繰
綿
と
銀
一
、
大
嶋
屋
久
兵
衛
か
ら
は
、
金
弐
百

疋
（
鉄
地
扇
弐
本
添
）
が
そ
れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
て
い
る
。
親
類
衆
す
べ
て
が
ど
の
町
で
ど

の
よ
う
な
業
種
の
商
人
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
親
類
惣
代
の
薩
摩
屋
伊
兵
衛

は
、
四
代
目
平
九
郎
の
後
妻
で
、
お
て
い
の
生
母
の
お
つ
る
の
実
家
で
あ
る
。
沢
田
源

吾
は
、
四
代
目
平
九
郎
の
弟
で
沢
田
家
に
養
子
に
出
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
大
和
屋

善
兵
衛
は
、
明
治
初
期
の
記
録
に
よ
れ
ば
雑
喉
場
町
に
住
む
神
崎
屋
平
九
郎
家
の
借
家

人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る

КФ

。

　

次
に
、
仲
人
の
河
内
屋
彦
兵
衛
か
ら
は
、
酒
印
紙
・
鰹
節
一
箱
拾
本
入
が
贈
ら
れ
て

い
る
。
印
紙
は
、
婚
礼
時
よ
り
も
む
し
ろ
法
要
時
に
多
く
、『
鷺
池
家
文
書
』
の
う
ち

「
天
保
五
年
二
月
吉
日　

弐
番
年
忌
葬
式
覚
」
を
み
る
と
、
到
来
物
と
し
て
、
饅
頭
印

紙
・
酒
切
手
・
麩
印
紙
な
ど
が
確
認
で
き
、
品
物
よ
り
も
印
紙
や
切
手
が
多
い
の
が
特

徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
商
品
流
通
が
発
達
し
た
近
世
後
期
の
大
坂
や
京
都
な
ど
商
品
需

要
の
多
い
近
世
都
市
な
ら
で
は
の
贈
答
の
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

呉
服
問
屋
小
橋
屋
の
手
代
重
助
か
ら
は
、
藍
貴
羅
紗
・
御
所
袋
壱
ツ
、
小
橋
屋
か
ら

は
松
魚
拾
本
箱
入
・
綾
の
縫
入
半
え
り
弐
ツ
・
祝
儀
銀
一
、
そ
し
て
、
同
じ
呉
服
問
屋

の
嶋
内
大
丸
か
ら
は
、
鰹
節
十
入
一
箱
・
銀
一
が
そ
れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
て
い
る
。
特
に
小

橋
屋
は
お
て
い
の
嫁
入
衣
裳
を
誂
え
て
お
り
、
神
崎
屋
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
小
橋
屋
や
大
丸
は
全
国
で
も
有
数
の
呉
服
の
大
店
で
あ
る
。

　

神
崎
屋
平
九
郎
家
の
檀
那
寺
と
思
わ
れ
る
浄
徳
寺
や
そ
の
他
起
誓
寺
、
教
王
寺
か
ら

は
、
奉
書
・
小
杉
三
束
・
吉
野
小
杉
原
五
帖
の
よ
う
な
高
級
紙
が
、
ま
た
町
内
会
所
か

ら
は
、
銀
扇
二
本
が
そ
れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
た
。

　

神
崎
屋
と
同
じ
雑
喉
場
町
の
問
屋
か
ら
の
贈
り
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
大
弥
三
（
大

和
屋
弥
三
右
衛
門
）
か
ら
は
真
綿
百
目
・
銀
壱
、
文
久
期
に
は
雑
喉
場
で
年
行
司
を
つ

と
め
た
尼
傳
（
尼
崎
屋
傳
兵
衛
）
と
蛇
八
（
蛇
草
屋
八
右
衛
門
・
安
永
元
年
に
は
、

「
江
之
子
島
佃
屋
源
兵
衛
支
配
ノ
借
家
」
と
記
さ
れ
て
い
る

КХ

）
か
ら
は
、
白
紬
一
反
・

銀
一
、
雑
喉
場
町
の
問
屋
松
藤
（
松
屋
藤
兵
衛
）
と
は
り
久
（
播
磨
屋
九
（
久
）
兵

衛
・『
難
波
雀
』
に
は
、
船
板
屋
と
し
て
「
江
の
小
嶋　

播
磨
屋
九
兵
衛
」
と
記
載
が

あ
る
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
不
明
）
か
ら
は
、
吉
野
紙
弐
束
・
金
赤
水
引
二
百
抱
が
そ

れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
て
い
る
。

　

大
工
よ
も
・
屋
根
や
彦
之
介
か
ら
は
、
吉
野
小
杉
原
五
帖
・
緋
鹿
子
髷
■
■
が
贈
ら

れ
て
い
る
。
大
工
や
屋
根
屋
は
、
お
て
い
の
婚
礼
荷
物
を
嫁
ぎ
先
へ
運
ぶ
人
足
と
し
て

も
活
躍
し
て
い
た
。
そ
の
他
神
崎
屋
と
の
関
係
が
不
明
な
贈
り
主
か
ら
の
到
来
物
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 

金
百
疋
（
銀
屋
太
郎
兵
衛
）、
南
（
鐐
）
三
片
（
薩
摩
屋
伊
右
衛
門
）、
南
（
鐐
）

壱
片
（
竹
屋
勘
兵
衛
）、
唐
更
紗
風
呂
敷
地
・
三
匁
入
ル
（
木
屋
次
兵
衛
）、
草
履

一
足
浅
黄
天
鵞
絨
縁
（
紅
屋
次
兵
衛
）、
紅
一
疋
値
段
六
拾
匁
位
の
も
の
・
祝
儀

両
一
入
ル
（
松
利
）、
鰤
拾
本
入
一
箱
（
天
清
ほ
か
）、
銀
の
根
巻
・
扇
子
箱
入
弐

本
（
油
屋
・
薩
摩
屋
喜
八
）、
杉
原
百
枚
・
金
赤
水
引
百
抱
・
銀
一
（
寄
進
所
新

助
）、
菓
子
一
箱
（
た
か
）、
小
杉
壱
束
（
小
松
ほ
か
）、
鰹
節
一
箱
（
新
宮
屋
半

之
介
）、
虎
（
屋
）
饅
頭　

百
折
入

КЦ

（
川
口
屋
）、
小
杉
三
束
（
あ
ら
徳
）、
小
杉

二
束
（
八
百
佐
）、
小
杉
二
束
（
あ
ら
清
）、
金
巾
も
め
ん
・
壱
両
・
向
裏
（
は
り

清
・
大
と
も
伊
兵
衛
ほ
か
）、
鰹
節
拾
本
壱
箱
入
ル
（
紙
さ
）

　

到
来
物
の
全
体
的
な
特
徴
を
み
る
と
、（
１
）
祝
儀
銀
の
み
（
２
）
草
履
な
ど
の
実

用
品
（
３
）
吉
野
紙
・
小
杉
・
扇
子
・
金
赤
水
引
な
ど
婚
礼
の
象
徴
的
な
品
（
３
）

鰤
・
鰹
節
・
虎
屋
饅
頭
な
ど
祝
い
の
魚
や
菓
子
（
４
）
実
用
品
や
象
徴
的
な
品
と
祝
儀

銀
の
セ
ッ
ト
、
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
で
き
よ
う
。
お
て
い
の
婚
礼
の
到
来
物
は
主
と
し
て

実
用
品
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
別
家
衆
を
筆
頭
に
親
類
衆
や
仲
人
、
呉
服
問

屋
、
さ
ら
に
寺
、
町
内
会
所
、
雑
喉
場
の
問
屋
、
出
入
の
大
工
な
ど
地
域
の
人
た
ち
か

ら
祝
い
の
品
が
贈
ら
れ
、
特
に
近
し
い
間
柄
の
人
か
ら
は
祝
儀
銀
が
添
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

④
荷
物
目
録
と
「
入
目
録
」
〜
お
て
い
の
花
嫁
道
具
〜

　

文
政
十
年
四
月
八
日
夜
、
仲
人
河
内
屋
彦
兵
衛
は
、
お
て
い
の
嫁
入
り
に
先
立
っ
て

供
一
人
を
連
れ
、
神
崎
屋
か
ら
荷
物
目
録
と
と
も
に
富
田
屋
へ
入
っ
た
。
こ
の
時
河
内

屋
に
は
、
膳
付
壱
朱
、
供
に
は
両
一
が
そ
れ
ぞ
れ
渡
さ
れ
た
。
宰
領
と
し
て
萬
兵
衛
と
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そ
の
供
一
人
が
荷
物
運
搬
の
管
理
を
引
受
け
、
祝
儀
百
疋
と
膳
付
両
一
、
両
一
が
そ
れ

ぞ
れ
に
渡
さ
れ
て
い
る
。

　

荷
物
目
録
は
、「
琴　

壱
面
」「
衣
桁　

壱
架
」「
箪
笥　

五
棹
」「
塗
長
持　

三
棹
」

「
木
地
長
持　

壱
棹
」
外
に
「
櫛
箪
笥　

壱
棹
」「
手
元
箪
笥　

壱
棹
」「
葛
巻　

壱
荷
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
富
田
屋
へ
運
ぶ
た
め
、
総
数
五
十
四
人
も
の
人
足
が
動
員
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
、
神
崎
屋
平
九
郎
本
家
の
手
代
や
下
人
、
別
家
衆
の
身
内
の

者
、
町
内
の
者
、
大
工
・
左
官
・
屋
根
屋
、
親
類
衆
の
身
内
の
者
、
廣
教
寺
の
者
で
あ

り
、
婚
礼
時
に
わ
ざ
わ
ざ
雇
わ
れ
た
者
で
は
な
く
、
日
常
的
に
付
き
合
い
の
深
い
親

類
・
縁
者
か
ら
出
さ
れ
た
男
衆
で
あ
っ
た
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
夜
に
荷
物
を
遣
わ
す
た
め
、
明
り
取
り
の
た
め
の
提
灯
を
借
り

て
い
る
が
、
祝
い
事
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、「
三
匁
ツ
ヽ
拾
五
張
」
の
と
こ
ろ
を
、「
七

拾
（
張
）
に
て
三
百
匁
ニ
致
さ
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
提
灯
百
張
で
三
百

匁
の
と
こ
ろ
を
、
損
を
承
知
で
七
十
張
で
三
百
匁
と
し
て
借
り
て
い
る
。
ま
た
、
看
板

（
鼎
紋
）
も
一
つ
に
つ
き
四
十
八
匁
で
、「
源
助
口
入
に
て
借
ル
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
婚
礼
や
葬
式
な
ど
儀
礼
に
必
要
な
道
具
を
貸
す
こ
と
を
商
売
と
す
る
者
が
存
在
し

て
お
り
、
彼
ら
の
渡
世
に
と
っ
て
町
内
や
近
所
の
商
家
の
儀
礼
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

КЧ

。　

　

次
に
、
お
て
い
の
嫁
入
道
具
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
表
は
、「
入
目
録
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
お
て
い
の
嫁
入
衣
裳
・
道
具
類
で
あ
る
。
圧
倒
的
に
多
い
の
は
着
物
類
で

あ
っ
て
、
裲
襠
三
、
小
袖
四
十
一
、
袷
十
三
、
単
物
十
三
、
夏
物
二
十
九
、
繻
絆

十
七
、
汗
取
二
、
胴
着
三
、
合
羽
一
、
浴
衣
二
、
手
拭
二
、
前
だ
れ
三
、
裾
除
四
、
湯

巻
十
二
、
足
袋
十
一
、
帯
二
十
五
、
常
着
十
六
、
帛
十
四
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
夜

着
類
と
道
具
類
、
本
な
ど
が
あ
り
、
す
べ
て
合
わ
せ
る
と
総
数
二
百
六
十
三
点
に
も
及

ぶ
。

　

衣
裳
に
つ
い
て
み
る
と
、
裲
襠
は
、
裏
が
緋
紋
縮
緬
で
金
糸
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
若

松
・
亀
な
ど
嫁
入
り
を
象
徴
す
る
め
で
た
い
絵
柄
で
あ
る
。
裲
襠
は
、
武
家
の
女
性
の

礼
服
で
あ
っ
た
が
、
神
崎
屋
の
よ
う
な
成
長
を
遂
げ
た
商
家
で
は
婚
礼
の
衣
裳
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、『
守
貞
謾
稿
』
巻
之
十
六
「
女
服
」
の

項
で
は
、
御
殿
女
中
の
衣
服
と
し
て
「
帯
、
錦
鈍
子
の
類
あ
る
ひ
は
黒
繻
子
に
繍
模
様

も
あ
り
。
長
け
丈
な
り
。
幅
、
市
中
女
帯
よ
り
い
さ
さ
か
短
し
。
褂
の
下
に
用
ふ
帯
は

幅
五
、六
寸
、
黒
繻
子
を
専
ら
と
す

КШ

。」
と
あ
り
、
御
殿
女
中
が
用
い
る
黒
繻
子
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
が
、
お
て
い
の
帯
の
部
に
も
「
黒
唐
繻
子　

友
糸
鳥
の
縫
」「
黒
繻
子

　

白
よ
り
糸
梅
縫
」
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、『
守
貞
謾
稿
』
に
は
「
・
・
・
今
世
、
三

都
と
も
礼
晴
に
は
縮
緬
を
専
ら
と
す
。
け
だ
し
近
世
、
三
都
と
も
に
縮
緬
に
種
々
あ

り
。
御
召
縮
緬
を
専
ら
と
す
。
無
地
紋
付
・
裾
（
模
）
様
・
小
紋
染
・
縞
と
も
に
こ
れ

を
専
用
す
。
こ
の
御
召
は
常
の
縮
緬
の
精
製
上
品
を
云
ふ
な
り
。
こ
の
品
あ
り
て
後
、

常
の
縮
緬
を
衣
服
に
す
る
者
を
稀
と
す
。」
と
の
記
載
が
あ
る
。
守
貞
は
、
縮
緬
の
中

で
も
精
製
が
上
品
な
も
の
は
御
召
縮
緬
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
お
て
い
の
嫁
入
衣

裳
の
な
か
に
は
、
こ
の
高
級
な
御
召
の
小
袖
「
御
召
茶
紋
縮
緬
」「
御
召
仙
斉
縮
緬
」

が
二
着
ほ
ど
み
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
小
橋
屋
や
三
井
越
後

屋
な
ど
の
大
店
の
呉
服
店
で
誂
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
具
類
に
つ
い
て
も
、
鼈
甲

櫛
・
鼈
甲
笄
・
鼈
甲
簪
や
象
牙
櫛
な
ど
高
価
な
小
間
物
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
道
具

類
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
と
、
お
て
い
は
、
嫁
ぎ
先
で
自
分
が
使
用
す
る
身
の
回
り
品

す
べ
て
を
実
家
で
揃
え
て
も
ら
っ
て
富
田
屋
へ
嫁
い
だ
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
他
娯
楽
に
関
す
る
も
の
で
は
、
三
味
線
・
双
六
な
ど
が
あ
る
。
三
味
線
は
、

『
女
子
用
往
来
』
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
音
淫
乱
に
し
て
楽
器
に
入
ら
ず
、
遊
女
の
わ
ざ
と

な
れ
り
。
ゆ
め
ゆ
め
引
き
習
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
商
家

の
女
性
に
必
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
双
六
は
、
当
時
女
性
の

よ
い
娯
楽
と
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
森
田
氏
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
岡
田
家
の
遺
物
進

上
や
祝
事
諸
記
録
に
は
女
性
の
喫
煙
の
習
癖
が
み
ら
れ
、
煙
草
を
嗜
む
こ
と
は
当
時
の

商
家
の
女
主
人
の
風
格
を
象
徴
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
女
大
学
』
一
冊
、『
百
人
一
首
』
一
冊
が
持
た
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
女
性
と
し
て
の
教
養
が
要
求
さ
れ
て
い
た
証
で
あ
る
。
そ
の
他

『
糸
の
し
ら
べ
』
二
冊
入
一
箱
が
あ
る
。『
糸
の
し
ら
べ
』
は
、
地
歌
の
詞
章
の
集
大
成

で
あ
り
、
心
斎
橋
筋
順
慶
町
柏
原
屋
与
一
が
刊
行
し
、
文
政
一
十
三
年
（
一
八
三
〇
）

に
至
る
ま
で
増
補
改
訂
が
重
ね
ら
れ
、
所
収
曲
数
が
増
え
る
な
ど
需
要
が
大
き
か
っ

た
。
三
味
線
と
合
わ
せ
て
商
家
で
は
地
歌
が
好
ん
で
唄
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き

る
。

　

さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
が
、
お
て
い
の
嫁
入
り
衣
裳
は
ほ
と
ん
ど
が
絹
織
物
で
あ

り
、
四
代
目
平
九
郎
は
、
娘
に
本
来
な
ら
ば
武
家
の
娘
が
身
に
つ
け
る
よ
う
な
衣
裳
ま
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浅黄繻子 裲襠 金糸若松のぬい　緋紋縮緬裏

廣東織 裲襠 緋縮緬裏　金糸水に亀のぬい

□（華ヵ）色地織物 裲襠 緋縮緬裏　

白輪子 振小袖 通り裏

白輪子 振小袖 引返し

白紋綾 振小袖 金糸竹のぬい　江戸妻

緋縮緬 振小袖 金糸楪のぬい　太夫妻

緋縮緬 振小袖 金糸老松の縫

藍鹿の子 振小袖 裏紋綾に南天のぬい

利休茶紋綾 振小袖 〔破損につき判読不可能〕　模様太夫妻

御召茶紋縮緬 振小袖 源氏蝶唐草縫入　模様松皮

紅華色紋縮緬 振小袖 萑腰熨斗目

柳茶紋縮緬 振小袖 ■わくに縫入　蘭の模様

生■紋縮緬 告小袖 曙染萩の模様

丁子茶紋縮緬 告小袖 滝に□の模様

鉄鼡羽二重 振小袖 正羽形腰熨斗目

仙斉納戸羽二重 振小袖 芭蕉織縫模様

塩瀬篭門 振小袖 菊の墨画模様

大内鼡蝉織 告小袖 唐草に風鳥の模様

薩摩鼡蝉織 告小袖 枯木に鳥の縫入模様

當世茶羽二重 振小袖 杢形に八重梅うち出し模様

□縮緬 振小袖 牡丹唐草友染模様

御召仙斉縮緬 振小袖 津和の□□縫入模様

煤草茶縮緬 振小袖 しゅろう□模様

鉄生■縮緬 振小袖 大名竹の模様

生■縮緬 振小袖 霞にこうりんの松模様

栗皮茶縮緬 振小袖 菊の模様

黒縮緬 告小袖 金泥入遠山に蝶の模様

小紋縮緬 告小袖 菊の打出し模様

御納戸縮緬 振小袖 板〆

小紋縮緬 振小袖 翠簾小紋染方模様

緋縮緬 告小袖 浅黄綸子　山道取

関東織嶋縮緬 振小袖

嶋縮緬 振小袖

南部嶋 告小袖 紫絖の裏

黒媚茶奉書紬 振小袖 葉牡丹の模様

濃生■奉書紬 振小袖 桐懸模様

御納戸紬 振小袖 雲に萑の模様

紬嶋 振小袖

郡山染紬 告小袖 黒裏

小紋紬 告小袖

葉板〆縮緬 告小袖 くふり八掛

仙斉板〆縮緬 告小袖 くふり八掛

黒竜門 告小袖 宷皮染吹寄模様

入目録
白繻子 振袷

御納戸斜子 振袷 津くね土織縫模様

藍海松茶誡縮緬 振袷 大内桐模様

紺天鵞絨蝉織 振袷 金泥入□の葉模様

黒縮緬 振袷 錦木の模様

田土色縮緬 振袷 刷宷の模様

嶋染小紋縮緬 振袷 雪持笹に向ふむめ松皮染方

島縮緬 振袷

嶋染羽二重 告袷 枝栗の模様

利休鼡奉書紬 振袷 群萑の模様

煤草茶紬 振袷 松葉摺

紬嶋 振袷

筑羽根染紬 告袷 竹摺

袷之部

誡羽二重 振単物 結懸の縫入模様

藍藤蝉織 振単物 芦に鴈の模様

薄鼡縮緬 振単物 木蓮花の模様

鳩羽色縮緬 告単物 唐扇友仙模様

緋縮緬 振単物

御納戸紗綾 振単物 朝鮮躑躅の模様

小紋縮緬 振単物 源氏蝶模様

嶋縮緬 振単物

薩摩鼡奉書紬 告単物 水に芦間の蟹の模様

濃鼡紬 振単物 竹霞に蝙蝠の模様

煤竹茶紬 告単物

紬嶋 振単物

紬嶋 告単物

単物之部
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紺地小金襴 帯

華色輪天鵞絨　金糸丸遍之縫 帯

捍金織物 帯

御納戸織物 帯

白茶織物 帯

黒紋天鵞絨 帯

仙斉茶織物 帯

時代茶織物 帯

白茶廣東織 帯

仙斉茶廣東織 帯

黒羽二重緞子 帯

黒唐繻子　友糸鳥の縫 帯

黒繻子　白より糸梅縫 帯

仙斉茶織物 帯

煤竹茶織物 帯

白繻子 帯

煤竹織物 帯

仙斉織物 帯

仙斉糸錦 帯

竹柳茶絽　轡の模様 帯

紫板〆 帯

緋紋縮緬 腰帯

塩瀬竜門　染方唐草模様 腰帯

紫紋綾　糸桜縫入模様 腰帯

緋紋縮緬 腰帯

帯の部
緋紋縮緬 袷長繻絆

緋縮緬 袷繻絆

緋縮緬 袷繻絆

緋縮緬 袷繻絆

染分鹿子 袷繻絆

紗羅紗 袷繻絆

緋縮緬 単繻絆

緋　絽 単繻絆

紅　晒 単繻絆

紅木綿肌繻絆 ２ツ

緋　繻絆 １ツ

木綿繻絆 ５ツ

晒木綿汗取 ２ツ

継之胴着 １ツ

染方袖なし胴着 １ツ

くふり八掛　長胴着 １ツ

継之蝙蝠 2ツ

筑羽根弁摺合羽

金巾小紋浴衣 1ツ

金巾湯鋪 1ツ

金巾浴衣 1ツ

手拭 2筋

木綿小紋前だれ 2ツ

晒前□□（たれヵ） 1ツ

緋縮緬裾除　菊のぬい 1ツ

孤絞裾除 1ツ

緋紋縮緬裾除 2ツ

白緒裾除　薄のぬい 1ツ

緋縮緬　ゆまき ４ツ

紅木綿下ゆまき 2ツ

木綿ゆまき ６ツ

絖足袋 ４足

木綿足袋 ５足

紋羽足袋 ２足

繻絆之部
柳茶紋絽 振羅 観世水腰　熨斗目

桔梗絽 振羅 源氏貝友仙模様

濃竹柳絽 振羅 水に川□の模様

黒　絽 振羅 唐藍水の模様

路老茶絽 振羅 唐山模様

鳩羽色絽 振羅 茶の花模様

緋　絽 振羅

白　絽 振羅

緋　絽 振羅 裾山道

田土色絽 振羅 水に野菊の模様

黒　絽 振羅 金泥の霞

鉄生■絽 振羅 薄に萑の模様

小紋絽 振羅

小紋絽 告羅 茶器の模様

絹上布 振羅

濃鼡越後 帷子 八ツ手花模様

桔梗越後 告羅 茶釜松模様

田土色越後 振羅 姫桐の模様

花色　越後 振羅

紺　越後 振羅

生■　越後 振羅

生■越後 振羅 水に鮎の模様

越後嶋 振羅

花色　越後 振羅 しま

桔梗越後　 告羅

小紋越後 告羅

越後嶋 告羅

越後嶋 告羅

紺　上布 振羅

夏物之部
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博田織夜着 1ツ

博田織蒲団 1ツ

博田織枕 2ツ

嶋緞子蒲団 1ツ

嶋緞子座蒲団 1ツ

嶋天鵞絨駕蒲団　緋紋縮緬裏 1ツ

緋縮緬縁蚊張 1張

緋縮緬縁莞莚 2枚

塗枕 2ツ

藍天鵞絨木綿夜着　唐草三ツもり八重桔梗紋付 1ツ

藍天鵞絨木綿蒲団 1ツ

藍天鵞絨木綿枕 2ツ

上代染蒲団 1ツ

上代染座蒲団 3ツ

木綿更紗縁蚊張 1ツ

木綿更紗縁莞莚 2枚

夜具之部
火のし １ツ

乾山焼手焙 １ツ

火のし小手 ２丁

塗盥 １ツ

湯桶 １ツ

手拭柀 １ツ

木地手桶 １ツ

銅盥 １ツ

髪結莞莚 １枚

手燭 １ツ

塗骨柳 １ツ

藤こうり １ツ

三味線 １挺

双六盤　并ニ石嚢 １ツ

御所嚢 １ツ

鏡嚢 ２ツ

女大學 １冊

百人一首 １冊

糸のしらへ ２冊入１箱

雨傘 ２本

日傘 ２本

箱灯提 ２張

鉄衣嚢 １対

糠　箱 １ツ

下駄箱 高下駄１足

中下駄１足

中切下駄１足

篭嶋下駄１足

草履２足

以上263点

櫛　箱 １ツ

鼈甲櫛 １枚

鼈甲笄 ２木

鼈甲簪 ４本

金きせ両指 １本

金きせ簪 １本

銀すかい簪 ３本

銀すかい両指 １本

象牙櫛 １枚

木櫛 １枚

帽子針 ２本

根巻 １ツ

鏡 ２面

小鏡 １面

鏡立 １ツ

橡 １ツ

長箱　小道具一式 １ツ

湯かい茶碗 １ツ

煙草盆　きせる２本 １ツ

料紙文庫 １ツ

硯　箱 １ツ

又　箱 １ツ

又箱　小 １ツ

乱　箱　 １ツ

高槻菓子盆 １ツ

高槻小菓子盆 １ツ

張　箱 １ツ

針　指 １ツ

懸臺 １ツ

〔その他〕

花色繻子 竹に群萑の縫　裏緋紋縮緬 帛１ツ

浅黄繻子 舞扇に狸頭のぬい　裏緋紋縮緬 帛１ツ

唐織錦 緋縮緬裏 帛１ツ

紅梅染塩瀬 桃の熨斗目染込模様 帛１ツ

緋塩瀬　 扇に老松の熨斗目縫い 帛１ツ

緋紋縮緬 金糸唐草に三ツもり八重桔梗の縫い 帛１ツ

唐更紗 緋塩瀬裏 帛１ツ

緋紋縮緬 帛もとへ１ツ

生■縮緬 小袖包　八重桔梗紋付 １ツ

かいき嶋風呂敷 １ツ

茶袖二幅 松竹梅染入 １ツ

藍天鵞絨木綿 唐草三ツ四幅　八重桔梗紋付 １ツ

藍天鵞絨木綿三巾 ２ツ

藍天鵞絨木綿二巾 ２ツ

帛之部
青梅嶋　きぬ裏 告綿入

青梅嶋　きぬ裏 告綿入

青梅嶋　引きかえし 告綿入

青梅嶋　引きかえし 告綿入

青梅嶋　木綿裏 告綿入

糸入しま 告綿入

金巾小紋 告綿入

青梅嶋　きぬ裏 振袷

青梅嶋　引かえし 告袷

金巾嶋染　引かえし 告袷

糸入しま　木綿裏 告袷

金巾小紋　木綿裏 告袷

青梅嶋　 振単物

青梅嶋　 告単物

金巾嶋染 振単物

金巾小紋 告単物

常着之部
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で
持
た
せ
て
い
る
。
二
百
六
十
三
点
に
も
及
ぶ
お
て
い
の
嫁
入
道
具
は
、
里
方
神
崎
屋

平
九
郎
家
の
成
長
と
発
展
ぶ
り
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ

れ
は
、
嫁
ぎ
先
富
田
屋
に
対
し
て
神
崎
屋
の
財
力
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
娘
が
嫁

ぎ
先
で
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑤
嫁
入

　

無
事
に
結
納
を
済
ま
せ
て
か
ら
約
一
ヶ
月
後
、
荷
物
を
運
び
終
え
て
約
一
週
間
後
の

文
政
十
年
四
月
十
六
日
、
お
て
い
は
い
よ
い
よ
富
田
屋
久
兵
衛
へ
嫁
ぐ
こ
と
と
な
っ

た
。

　

仲
人
河
内
屋
彦
兵
衛
が
先
導
す
る
よ
う
に
、
三
本
入
扇
子
箱
を
台
に
乗
せ
て
、
父
四

代
目
平
九
郎
、
母
す
賀
と
千
枝
（
四
代
目
平
九
郎
と
先
妻
い
と
の
息
子
重
蔵
の
後
妻
）

が
持
参
す
る
。
親
類
惣
代
の
薩
摩
屋
伊
兵
衛
と
出
店
の
神
崎
屋
彦
兵
衛
も
同
様
に
三
本

入
扇
子
箱
台
付
を
土
産
と
し
て
持
参
し
た
。
四
代
目
平
九
郎
と
出
店
彦
兵
衛
に
は
そ
れ

ぞ
れ
供
と
し
て
本
家
下
人
徳
蔵
と
本
家
丁
稚
虎
蔵
が
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、「
是
日

御
橋
渡
シ
被
下
ニ
付
」
と
し
て
松
野
屋
御
家
も
同
行
し
た
。
こ
の
婚
礼
で
松
野
屋
は

「
縁
談
口
入
」
と
し
て
神
崎
屋
と
富
田
屋
の
婚
礼
に
一
役
買
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

嫁
の
挟
箱
持
で
も
、
松
野
屋
下
人
二
人
と
薩
摩
屋
伊
兵
衛
下
人
一
人
が
つ
と
め
て
い

る
。

　

嫁
入
り
は
お
そ
ら
く
夜
に
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
提
灯
持
ち
に
は
、
別
家
の
亀

松
と
神
崎
屋
本
家
の
丁
稚
虎
蔵
が
、
箱
提
灯
は
本
家
下
人
和
助
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
と
め
て

い
る
。
宰
領
と
し
て
運
送
の
管
理
に
は
、
別
家
神
崎
屋
両
蔵
が
あ
た
り
、
駕
持
ち
は
、

神
崎
屋
本
家
の
手
代
嘉
助
が
つ
と
め
て
い
る
。
内
挟
箱
持
に
は
、
別
家
神
崎
屋
次
兵
衛

の
亀
蔵
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
富
田
屋
か
ら
迎
え
に
来
た
人
数
は
、
羽
織
を
着
た
手
代
一
人
、
女
中
、
下

男
、
仲
人
供
ほ
か
計
六
名
で
あ
っ
た
。

　

お
て
い
は
、
富
田
屋
に
入
っ
た
後
、
土
産
物
と
し
て
舅
で
あ
る
富
田
屋
の
御
隠
居
へ

真
綿
百
目
（
代
二
十
五
匁
位
）、
姑
に
あ
た
る
御
母
上
へ
濱
縮
緬
（
代
百
五
匁
）、
夫
久

兵
衛
へ
杉
原
十
帖
（
代
十
六
匁
）
を
そ
れ
ぞ
れ
渡
し
て
い
る
。
姑
へ
の
土
産
物
が
一
番

高
価
で
あ
り
、
嫁
ぎ
先
へ
入
っ
た
後
に
一
番
付
き
合
い
の
深
く
な
る
姑
へ
の
気
遣
い
が

う
か
が
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
富
田
屋
久
兵
衛
の
別
家
富
田
屋
藤
助
、
同
内
室
お
き
く
、
同
子
息
藤
二
郎

へ
そ
れ
ぞ
れ
南
（
鐐
）
一
片
、
銀
一
両
、
南
（
鐐
）
一
片
を
、
嫁
お
せ
い
と
そ
の
子
お

は
る
に
は
、
銀
一
と
銀
三
を
そ
れ
ぞ
れ
遣
わ
し
て
い
る
。

　

つ
づ
い
て
、
富
田
屋
出
入
方
の
多
田
屋
文
蔵
、
加
島
屋
安
兵
衛
、
山
田
屋
新
助
へ
南

（
鐐
）
一
片
を
、
吉
野
屋
伊
助
、
山
田
屋
元
七
、
播
磨
屋
與
兵
衛
、
河
内
屋
清
助
、
三

田
屋
林
平
に
銀
一
両
を
そ
れ
ぞ
れ
渡
し
て
い
る
。
出
入
方
の
女
衆
、
お
ち
か
、
お
ゆ

き
、
お
ま
す
に
は
そ
れ
ぞ
れ
銀
一
両
が
渡
さ
れ
、
今
後
の
付
き
合
い
の
挨
拶
を
し
て
い

る
。
金
額
の
記
載
は
な
い
が
、
下
人
藤
兵
衛
・
源
六
・
安
兵
衛
・
佐
助
・
お
さ
わ
・
お

き
し
・
お
わ
き
の
七
人
や
料
理
人
た
ち
に
も
祝
儀
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

お
て
い
は
、
富
田
屋
久
兵
衛
の
妻
と
し
て
や
が
て
は
下
人
や
下
女
に
指
示
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
下
人
や
下
女
へ
の
心
遣
い
は
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
富
田
屋
が
居
を
構
え
る
町
の
町
代
吉
次
郎
と
、
同
母
へ
銀
一
両
と
銀
三
匁

を
、
下
役
五
兵
衛
・
同
善
七
へ
三
匁
、
髪
結
伊
八
・
同
利
助
へ
銀
三
匁
が
そ
れ
ぞ
れ
お

て
い
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
嫁
ぎ
先
の
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
み
な
さ
れ
る
た
め

の
挨
拶
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

翌
十
七
日
の
朝
に
は
「
部
屋
見
舞
」
と
し
て
、
富
田
屋
の
親
類
筋
か
別
家
に
あ
た
る

と
思
わ
れ
る
女
性
、
お
駒
と
お
ね
へ
南
鐐
一
片
・
膳
料
銀
一
両
、
折
熨
斗
付
き
の
虎
屋

饅
頭
二
〇
〇
を
遣
わ
し
て
い
る
。
お
て
い
が
彼
女
た
ち
へ
挨
拶
に
行
く
と
き
は
、
実
家

神
崎
屋
の
下
人
徳
蔵
と
弥
助
が
付
き
添
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
家
神
崎
屋
の
手
代
田

七
も
、
お
て
い
の
た
め
に
折
熨
斗
付
き
の
鉄
明
衣
嚢
を
持
参
し
て
「
部
屋
見
舞
」
へ
参

加
し
て
い
る
。「
部
屋
見
舞
」
は
、
嫁
ぎ
先
の
親
戚
筋
の
女
性
へ
の
挨
拶
で
あ
り
、
新

し
く
嫁
い
だ
者
に
と
っ
て
は
里
方
の
付
き
添
い
が
存
在
す
る
こ
と
は
心
強
か
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、
里
方
は
、
店
の
者
を
遣
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
嫁
ぎ
先
の
様
子
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑥
花
帰
り

　

お
て
い
は
、
富
田
屋
へ
嫁
い
だ
十
二
日
後
の
四
月
二
十
八
日
夜
、「
花
帰
り
」
と
称

す
る
里
帰
り
を
し
た
。
お
て
い
の
里
帰
り
に
は
、
里
方
の
別
家
神
崎
屋
定
七
と
そ
の
女

房
お
庄
（
正
）、
里
方
の
下
人
和
助
ほ
か
一
人
の
計
四
人
が
迎
え
に
行
っ
て
い
る
。
別

家
の
衣
裳
は
羽
織
袴
の
礼
装
で
あ
る
。
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里
帰
り
の
際
に
は
、
お
て
い
か
ら
里
方
神
崎
屋
平
九
郎
家
を
除
く
家
内
の
者
計

二
十
八
人
へ
土
産
物
が
渡
さ
れ
た
。
里
方
神
崎
屋
平
九
郎
家
へ
は
鰹
節
拾
本
入
一
箱
、

別
家
衆
五
人
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
銀
一
両
が
渡
さ
れ
、
別
家
衆
の
女
房
五
人
、
別
家
衆
子
供

五
人
、
手
代
三
人
、
下
人
三
人
、
下
女
四
人
、
丁
稚
三
人
へ
は
銀
三
匁
が
そ
れ
ぞ
れ
渡

さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
同
時
に
「
部
屋
見
舞
」
が
行
わ
れ
、
別
家
女
中
へ
も

銀
一
両
、
ふ
じ
饅
頭
、
虎
屋
饅
頭
二
〇
〇
を
遣
わ
し
て
い
る
。
こ
の
贈
答
儀
礼
は
、
嫁

入
り
が
無
事
終
了
し
、
お
て
い
が
富
田
屋
の
家
内
に
な
っ
た
こ
と
を
身
内
の
者
、
つ
ま

り
別
家
衆
と
里
方
の
店
の
者
た
ち
に
認
識
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

二
日
後
の
四
月
晦
日
夜
に
お
よ
び
、
お
て
い
は
再
び
富
田
屋
へ
戻
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
時
も
袴
羽
織
の
礼
装
を
し
た
里
方
の
別
家
神
崎
屋
次
兵
衛
と
そ
の
女
房
お
豊

が
、
お
て
い
を
富
田
屋
ま
で
送
る
役
目
を
果
た
し
、
提
灯
持
ち
に
は
手
代
田
七
と
下
人

徳
蔵
が
つ
と
め
て
い
る
。

　

富
田
屋
へ
戻
っ
た
お
て
い
は
、
舅
の
御
隠
居
殿
へ
箱
入
小
倉
十
を
、
御
内
へ
は
箱
入

鰹
節
十
を
土
産
物
と
し
て
贈
っ
た
。
別
家
衆
富
田
屋
藤
助
と
そ
の
息
子
藤
次
郎
や
他
の

箇
所
で
「
出
入
方
」
と
し
て
登
場
す
る
多
田
屋
文
蔵
、
加
島
屋
安
兵
衛
、
山
田
屋
新
助

へ
白
銀
一
両
、
そ
の
他
手
代
や
下
人
、
下
女
、
丁
稚
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
十
七
人
へ
銀

三
匁
が
そ
れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
て
い
る
。
嫁
ぎ
先
富
田
屋
を
除
く
と
、
計
二
十
二
名
で
あ

る
。
里
帰
り
の
際
の
贈
答
に
つ
い
て
は
、
両
家
に
は
祝
い
の
品
、
別
家
へ
は
銀
子
と
決

ま
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
里
帰
り
に
よ
っ
て
、
お
て
い
が
土
産
を
贈
る
人
数

は
、
お
て
い
の
里
方
神
崎
屋
の
方
が
若
干
多
い
。

⑦
聟
入
〜
富
田
屋
久
兵
衛
の
神
崎
屋
へ
の
挨
拶
〜

　

お
て
い
が
再
び
嫁
ぎ
先
の
富
田
屋
へ
戻
っ
て
四
日
後
の
五
月
四
日
、
今
度
は
、
聟
の

富
田
屋
久
兵
衛
と
母
お
げ
ん
が
、
雨
の
中
、
親
類
富
田
屋
長
兵
衛
、
塩
飽
屋
善
兵
衛
、

同
子
息
善
五
郎
・
同
母
、
別
家
子
息
富
田
屋
藤
次
郎
を
伴
っ
て
、
仲
人
河
内
屋
彦
兵
衛

の
引
き
合
わ
せ
で
神
崎
屋
平
九
郎
家
へ
挨
拶
に
や
っ
て
来
た
。
こ
の
時
、
富
田
屋
の
御

隠
居
は
同
行
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
時
に
は
、
相
伴
人
と
し
て
神
崎
屋
平
九
郎
家
の
親
類
薩
摩
屋
、
同
子
息
、
大
和

屋
、
長
濱
屋
、
灘
屋
、
大
嶋
屋
、
分
家
の
神
崎
屋
彦
兵
衛
の
計
七
人
も
駆
け
つ
け
て
お

り
、
富
田
屋
久
兵
衛
か
ら
親
類
衆
に
対
し
て
小
杉
三
束
、
三
本
入
扇
子
箱
が
贈
ら
れ
て

い
る
。

　

聟
富
田
屋
久
兵
衛
か
ら
、
お
て
い
の
父
四
代
目
平
九
郎
へ
は
箱
入
扇
子
三
十
、
母
お

す
賀
へ
は
白
龍
門
一
反
、
御
隠
居
（
三
代
目
平
九
郎
）
へ
は
氷
砂
糖
三
枚
、
四
代
目
平

九
郎
の
妹
お
時
、
四
代
目
平
九
郎
と
先
妻
い
と
の
子
十
蔵
へ
は
扇
子
三
本
入
、
十
蔵
の

後
妻
お
千
枝
へ
は
小
杉
五
束
、
十
蔵
と
お
千
枝
の
子
お
駒
へ
は
衿
か
け
一
つ
が
そ
れ
ぞ

れ
贈
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
別
家
衆
五
人
へ
は
南
鐐
一
片
、
別
家
衆
女
房
五
人
へ
は
白
銀
一
両
、
そ
れ

ぞ
れ
の
身
内
五
人
へ
は
白
銀
三
匁
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
入
方
の
女
性
五
人

や
手
代
三
人
、
下
人
三
人
、
下
女
三
人
、
後
家
二
人
、
丁
稚
三
人
、
酌
人
両
人
、
料
理

人
五
人
、
町
内
会
所
正
助
へ
は
白
銀
一
両
が
聟
久
兵
衛
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
遣
わ
さ
れ
て
い

る
。
町
内
会
所
の
女
房
、
下
役
二
人
、
町
の
者
三
人
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
白
銀
三
匁
が
遣
わ

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
聟
富
田
屋
平
九
郎
が
嫁
の
里
方
の
親
類
・
縁
者
や
地
域
社
会

に
対
し
て
親
類
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と
を
周
知
し
て
も
ら
う
た
め
の
挨
拶
の
儀
礼
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
聟
入
の
献
立
料
理
を
同
席
で
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

意
味
は
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。

　

お
て
い
が
富
田
屋
へ
嫁
い
だ
際
、
富
田
屋
御
隠
居
と
母
、
夫
久
兵
衛
へ
の
最
初
の
土

産
物
は
贈
答
の
品
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
聟
の
富
田
屋
か
ら
嫁
の
里
方
神
崎
屋
平
九
郎
家

の
家
族
に
は
同
じ
よ
う
に
贈
答
の
品
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
別
家
衆
や
出
入
方
、

親
類
衆
に
は
銀
が
遣
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
両
家
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　

五
月
十
日
に
は
、「
弘
め
の
む
し
も
の
」
と
し
て
親
類
・
縁
者
へ
赤
飯
が
遣
わ
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
も
、
め
で
た
い
こ
と
を
分
か
ち
合
い
、
互
い
の
結
束
を
か
た
め
る
「
共

食
」
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

⑧
仲
人
・
縁
談
口
次
へ
の
礼

　

結
納
か
ら
約
二
ヶ
月
後
に
、
神
崎
屋
の
お
て
い
と
富
田
屋
久
兵
衛
の
婚
礼
は
ほ
ぼ
終

了
し
た
。
神
崎
屋
と
富
田
屋
は
、
ま
ず
、
こ
の
間
ず
っ
と
世
話
に
な
っ
た
仲
人
河
内
屋

彦
兵
衛
へ
金
一
二
〇
〇
疋
、
同
御
内
室
へ
金
五
〇
〇
疋
、
御
肴
・
御
酒
料
と
し
て
金

三
〇
〇
疋
の
計
二
〇
〇
〇
疋
（
代
金
五
両
）
を
両
家
で
割
っ
て
遣
わ
す
こ
と
に
な
っ

た
。
二
つ
に
割
る
と
一
軒
に
つ
き
二
両
弐
歩
ず
つ
に
な
り
、「
軽
少
之
様
子
ニ
相
聞
へ
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申
候
故
菓
子
料
と
し
て
両
家
哀
金
三
両
追
礼
致
・
・
・
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
両

家
で
さ
ら
に
礼
金
を
増
や
し
て
河
内
屋
彦
兵
衛
と
女
房
へ
遣
わ
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
縁
談
の
口
次
を
し
た
岡
屋
金
助
へ
太
織
紬
一
反
（
代
二
十
九
匁
）、
天

野
屋
酒
印
紙
五
枚
（
代
八
匁
四
分
）
が
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
両
家
で
分
担
し
て

い
る
。
縁
談
口
次
は
仲
人
に
比
べ
る
と
か
な
り
安
い
報
酬
で
あ
る
。
同
じ
く
、
縁
談
口

次
の
礼
と
し
て
薩
摩
屋
喜
兵
衛
へ
は
、
鯛
一
枚
、
鱧
一
本
（
代
八
匁
四
分
）、
名
酒
切

手
三
枚
（
十
四
匁
四
分
）、
ま
つ
の
や
御
家
様
へ
は
奉
書
紬
一
反
（
五
十
一
匁
）
が
贈

ら
れ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
神
崎
屋
平
九
郎
家
一
軒
で
礼
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
、
神
崎
屋
の
縁
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑨
婚
礼
献
立

　

最
後
に
、
婚
礼
時
の
献
立
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
料
理
が
詳
細
に
記

録
さ
れ
て
い
る
五
代
目
神
崎
屋
平
九
郎
（
養
子
）
と
お
吟
の
婚
礼
献
立
を
取
り
上
げ

る
。

　

ま
ず
初
め
に
は
、
床
飾
付
な
ど
を
揃
え
、
夫
婦
と
親
類
が
無
言
で
盃
を
か
わ
し
、
式

三
献
が
行
わ
れ
て
い
る
。
次
に
、「
後
献
立
」「
御
膳
」
が
続
き
、
様
々
な
料
理
が
出
さ

れ
、
婚
礼
に
参
加
す
る
人
た
ち
に
振
舞
わ
れ
て
い
る
。
献
立
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

献
立床

飾
付　

三
宝
の
し　

羽
盛
（
木
具
）　

舟
も
り
（
同
）　

相
生
の
し
（
三
宝
）

土
器
（
同
）　

右
夫
婦
盃　

無
言　

又
親
類
盃　

同　

但
し
冷
酒

是
よ
り
間
酒

小
角　

田
作
り　

一
雑
煮（
の
し
も
ち
・
く
し
貝
・
大
根
・
小
芋
・
平
か
つ
を
）

小
角　

勝
栗　

昆
布

初
献　

引
盃

一
小
皿
引　

樽
塩　

ま
つ
葉

二
献

一
吸
物　

鮒
弐
枚
も
り　

干
さ
ん
し
ょ

三
献

後
献
立

一
硯
蓋
（
大
紅
板
・
川
茸
・
松
風
玉
子
・
吹
寄
さ
よ
り
・
ち
ょ
ろ
き
）
一
鉢

（
子
持
は
せ
・
竹
の
子
・
焚
■
■
）
一
吸
物
（
鶉
た
た
き
・
も
や
し
）
一
大

鉢
（
鯛
濱
焼
）
一
中
鉢
（
す
ぐ
き
・
割
く
わ
ん
■
・
わ
さ
ひ
醤
油
・
な
ん
ば

酢
）
一
吸
物
（
松
露
・
木
く
ら
け
・
さ
や
豆
・
あ
ん
平
と
う
ふ
）
一
鉢
（
玉

子
白
身
・
ゆ
り
ね
・
き
う
り
梅
肉
あ
へ
）
一
大
平
（
う
な
ぎ
・
ゆ
り
ね
・
玉

子
■
■
■
）・

一
吸
物
（
む
す
び
き
す
ご
）
一
鉢
（
あ
ち
や
ら
）
一
大
鉢
（
魴
粟
む
し
）
一
吸

物
（
生
こ
ち
・
赤
み
そ
仕
立
・
た
か
の
爪
）
一
ひ
や
し
物
（
て
つ
せ
ん
・
か

つ
ら
・
作
り
物
）

御
膳

　

 

鱠
（
熊
笹
■
■
・
さ
よ
り
・
金
糸
玉
子
・
め
じ
そ
・
岩
茸
・
割
く
わ
ん
■
）

香
の
も
の

汁
（ 

煮
ぼ
し
・
ふ
き
）
平
（
車
え
び
・
あ
づ
き
し
ん
じ
ょ
・
竹
の
子
）
菓
子
椀
（
油

め
・
水
せ
ん
じ
・
な
め
茸
）
焼
物　

預
か
り

初
献　

臺
引
（
焼
と
り
・
花
昆
布
）

無
言

吸
物
（
蛤
）

※
く
し
貝
〈
串
に
刺
し
て
干
し
た
鮑
〉、
勝
栗
〈
干
し
て
臼
で
搗
き
、
外
皮
・

渋
皮
を
取
去
っ
た
栗
の
実
。「
勝
ち
」
に
通
じ
る
の
で
祝
い
事
に
使
わ
れ

る
〉、
松
風
玉
子
〈
卵
を
割
込
み
、
よ
く
と
い
て
生
姜
の
絞
り
汁
と
饅
頭
の

粉
を
入
れ
、
砂
糖
と
酒
を
加
え
、
布
で
し
ぼ
っ
て
こ
し
、
焼
い
た
も
の
。
表

面
に
け
し
粒
を
ふ
り
か
け
る
〉、
ち
ょ
ろ
き
〈
草
石
蚕
。
晩
秋
か
ら
冬
に
収

穫
し
、
味
が
甘
い
の
で
「
甘
露
子
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
シ
ソ
科
の
多
年
草

で
塊
茎
を
食
用
と
す
る
。
献
立
名
に
「
長
老
木
」
な
ど
と
書
い
て
縁
起
を
か

つ
ぐ
〉、
生
こ
ち
〈
ふ
ぐ
も
ど
き
。
こ
ち
は
、
水
洗
い
を
丁
寧
に
し
、
頭
を

落
と
し
、
背
び
れ
を
取
り
三
枚
に
お
ろ
す
。
小
骨
を
取
っ
て
皮
を
引
く
。
小

口
か
ら
薄
切
り
に
し
、
頬
肉
、
胸
ひ
れ
の
肉
も
入
れ
て
よ
い
。
塩
漬
け
の
ナ
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ス
を
薄
く
切
り
、
塩
出
し
を
し
て
あ
し
ら
い
に
す
る
。
赤
味
噌
仕
立
て
に

し
、
薬
味
は
ね
ぎ
小
口
切
り
、
唐
辛
子
な
ど
で
出
す
〉、
水
せ
ん
じ
（
水
前

寺
海
苔
。
熊
本
産
。
近
世
で
は
高
級
品
）
臺
引
〈
膳
に
添
え
て
出
す
肴
や
菓

子
の
こ
と
。
島
台
、
広
蓋
な
ど
に
な
ら
べ
て
お
き
、
台
か
ら
と
っ
て
客
に
す

す
め
、
ま
た
客
に
持
ち
帰
ら
せ
る
も
の
〉（『
日
本
料
理
秘
伝
集
成
』
同
朋

社
、
一
九
八
五
年
を
参
照
）

　

こ
れ
ら
は
、「
神
武
ニ
而
料
理
致
、
魚
ハ
此
方
相
調
青
物
神
武
ニ
而
調　

料
理

人
弐
人　

金
弐
朱
宛
ニ
祝
儀
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
神
武
」
が
料
理
を

し
、
青
物
を
調
え
、
魚
は
魚
問
屋
で
あ
る
神
崎
屋
平
九
郎
家
で
用
意
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。「
神
武
」
は
、『
鷺
池
家
文
書
』
の
う
ち
「
天
保
五
年
二
月
吉
日
弐

番
年
忌
葬
式
覚
」
の
法
要
献
立
の
記
録
の
中
で
「
八
百
屋
神
武
」
と
あ
る
の
で
、

八
百
屋
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
近
世
大
坂
の
商
家
で
は
、
日
常
の
食
事
は
家
内

で
ま
か
な
う
が
、
ハ
レ
の
食
事
は
専
門
家
に
任
せ
る
や
り
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た

ら
し
く
、
特
に
法
要
の
料
理
は
、
も
と
も
と
八
百
屋
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
店
が

引
受
け
、
そ
れ
が
次
第
に
仕
出
屋
に
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

КЩ

。

二
、
ま
と
め

　

以
上
、
雑
喉
場
魚
問
屋
神
崎
屋
平
九
郎
娘
お
て
い
と
富
田
屋
久
兵
衛
の
婚
礼
に
つ
い

て
み
て
き
た
が
、
以
下
検
討
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

①
商
家
の
婚
礼
の
特
徴

　

近
世
大
坂
商
家
の
婚
礼
は
、
お
て
い
の
出
立
前
の
祝
儀
銀
や
到
来
物
、
嫁
入
り
の
土

産
や
部
屋
見
舞
、
花
帰
り
の
土
産
、
ま
た
聟
入
の
土
産
や
な
ど
の
贈
答
を
み
る
と
、
両

家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
分
家
、
別
家
、
親
類
衆
、
出
入

方
、
店
の
手
代
、
下
人
、
下
女
、
丁
稚
な
ど
の
身
内
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
嫁
の
荷
物

運
搬
の
人
足
で
す
ら
身
内
関
係
者
が
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一

連
の
儀
礼
が
親
類
・
縁
者
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
閉
鎖
的
な
印
象
を

受
け
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
商
家
同
族
団
の
結
び
付
き
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
女
性
か
ら
み
て
姑
と
な
る
嫁
ぎ
先
の
母
や
「
部
屋
見
舞
」
に
み
ら
れ
た
よ
う

に
、
嫁
ぎ
先
の
出
入
方
や
親
類
筋
の
女
性
と
の
関
係
は
初
め
か
ら
配
慮
さ
れ
て
お
り
、

商
家
の
奥
を
預
か
る
女
性
同
士
の
関
係
を
円
滑
に
す
る
こ
と
は
商
家
経
営
に
と
っ
て
重

要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
嫁
自
ら
が
指
揮
を
す
る
こ
と
に
な
る

嫁
ぎ
先
の
下
人
や
下
女
な
ど
へ
の
配
慮
も
怠
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
お
て
い
が
進
物
や
銀
を
彼
ら
彼
女
ら
に
贈
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
同
じ
雑
喉
場
の
商
家
や
町
内
会
所
、
縁
の
あ
る
寺
か
ら
も
祝
儀
や
到
来
物

が
あ
り
、
こ
の
贈
答
に
よ
っ
て
互
い
に
地
域
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
両
家
は
、
聟
は
嫁
の
、
嫁
は
聟
の
町
内
会
所
へ
祝
儀
銀
を
遣
わ

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
認
識
し
て
も
ら
う
た

め
の
贈
答
儀
礼
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

乾
宏
巳
氏
は
、
化
政
・
天
保
期
の
大
坂
の
都
市
的
発
展
の
停
滞
を
、
商
人
ら
の
新
陳

代
謝
の
活
力
を
弱
め
て
住
民
の
地
域
へ
の
定
着
性
を
高
め
、
さ
ら
に
繁
栄
の
維
持
や
既

得
の
商
圏
の
確
保
の
た
め
地
域
と
の
結
合
を
強
め
て
い
く
も
の
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な

地
域
に
お
け
る
結
合
は
、
地
縁
的
結
合
の
う
え
に
同
族
的
な
結
合
も
加
わ
っ
て
地
域
共

同
体
を
構
成
し
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る

КЪ

。
今
後
、
婚
礼
の
よ
う
な
商
家
の
儀
礼
が
幕

末
期
大
坂
と
い
う
都
市
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
お
て
い
の
婚
礼
の
祝
い
の
品
は
実
用
的
な
品
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

な
か
に
は
、
法
要
の
際
に
多
く
贈
ら
れ
て
い
る
印
紙
・
切
手
も
み
ら
れ
、
商
品
流
通
が

発
展
し
、
商
品
需
要
の
多
い
近
世
大
坂
な
ら
で
は
の
都
市
的
な
贈
答
の
形
態
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。

　

婚
礼
な
ど
商
家
の
儀
礼
に
は
、
行
列
に
使
用
す
る
提
灯
、
看
板
が
必
要
と
な
る
が
、

こ
の
よ
う
な
貸
出
し
業
を
営
む
者
が
町
内
や
地
域
に
存
在
し
、
彼
ら
の
渡
世
は
、
婚
礼

や
法
要
な
ど
の
商
家
の
儀
礼
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
雑
喉
場
魚
問
屋
と
し
て
の
成
長
と
婚
礼

　

前
述
の
よ
う
に
、
お
て
い
の
婚
礼
が
行
わ
れ
た
文
政
期
は
、
ち
ょ
う
ど
神
崎
屋
平
九

郎
家
が
雑
喉
場
魚
問
屋
と
し
て
成
長
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
百
六
十
三
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点
に
も
及
ぶ
お
て
い
の
嫁
入
道
具
や
衣
裳
の
豪
華
さ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
二
百
六
十
三
点
が
多
い
か
少
な
い
か
に
つ
い
て
は
他
の
大
坂
商
家
の
事
例
も

含
め
て
相
対
的
な
検
討
を
要
す
る
が
、
本
来
な
ら
ば
御
殿
女
中
が
身
に
つ
け
る
よ
う
な

衣
裳
を
小
橋
屋
や
大
丸
、
三
井
越
後
屋
な
ど
の
大
店
で
誂
え
て
い
る
こ
と
、
仲
人
へ
の

礼
金
を
追
加
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
四
代
目
神
崎
屋
平
九
郎
の
問
屋
経
営

は
多
少
の
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
順
調
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

神
崎
屋
で
は
文
政
十
年
に
「
諸
祝
儀
申
合
定
」
の
規
定
を
設
け
て
お
り
、「
一
、
婚

禮
之
節
祝
儀
南
鐐
一
片
并
ニ
嫁
へ
遣
ス
祝
儀
金
百
疋
」「
一
、
嫁
入
之
節
祝
儀
金
百
疋
」

な
ど
各
祝
儀
・
不
祝
儀
の
金
額
規
定
の
項
目
の
前
に
「
一
、
平
日
折
見
舞
之
節
老
人
小

児
ニ
至
迄
手
土
産
等
聊
之
品
ニ
て
も
持
参
致
間
敷
事
」「
一
、
客
来
之
節
時
分
ニ
相
成

候
共
茶
漬
一
菜
ニ
而
出
し
可
申
事
」「
一
、
酒
を
出
し
候
節
者
豆
腐
計
ニ
而
差
出
し
可

申
事
」
と
の
倹
約
規
定
が
あ
り
、
日
常
的
に
は
地
域
の
人
た
ち
と
は
慎
ま
し
い
交
際
を

す
る
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
「
贈
物
帳
」
の
記
載

か
ら
は
「
近
年
競
テ
高
価
ノ
物
品
ヲ
贈
ル
（
こ
と
）
ト
ナ
レ
リ
・
・
・
依
テ
今
更
ニ

此
約
定
ヲ
設
ク
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
あ
り
、
親
族
の
贈
物
過
剰
傾
向
を
と
ど
め
よ
う
と
し

て
い
る
様
子
が
分
か
る

КЫ

。
こ
の
よ
う
な
記
載
か
ら
、
神
崎
屋
平
九
郎
は
、
平
素
は
質
素

倹
約
を
重
ん
じ
た
商
家
経
営
に
努
め
て
お
り
、
商
家
と
し
て
の
資
金
の
使
い
方
を
熟
慮

し
、
婚
礼
な
ど
の
ハ
レ
の
日
と
日
常
の
区
別
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１ 

）『
鷺
池
家
文
書
』
の
資
料
集
は
、
大
阪
市
史
編
纂
所
編
・
大
阪
市
史
史
料
第
四
十
輯
『
諸
国
客

方
控
』『
諸
国
客
方
帳
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
近
世
後
期
に
お
け
る
神
崎
屋
の
集
荷
先
荷
主

の
国
名
・
浦
・
取
引
の
生
魚
類
が
詳
し
く
分
か
る
。
酒
井
亮
介
「
大
阪
雑
喉
場
魚
市
場
の
取

引
形
態
史―

『
諸
国
客
方
帳
』
の
研
究―

」『
漁
業
経
済
論
集
』
第
三
十
三
号
（
西
日
本
漁
業

経
済
学
会
、
一
九
九
二
年
）、「
大
坂
雑
喉
場
魚
市
場
の
取
引
形
態
史
（
そ
の
２
）―

『
諸
国

客
方
控
』
の
研
究―

」
同
第
三
十
四
巻
、
一
九
九
三
年
）
さ
ら
に
『
大
阪
雑
喉
場
魚
問
屋
史

料
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
七
年
）
に
も
近
代
を
中
心
と
し
て
資
料
室
保
存
の
資
料
の
一
部
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
近
江
晴
子
校
訂
『
助
松
屋
文
書　

大
阪
・
靭
干
鰯
商
の
記
録
』（
一
九
七
八
年
）

（
３ 

）『
近
世
商
家
の
儀
礼
と
贈
答―

京
都
岡
田
家
の
不
祝
儀
・
祝
儀
文
書
の
検
討―

』（
岩
田
書

院
、
二
〇
〇
一
年
）

（
４
）『
新
修
大
阪
市
史
』
第
四
巻

（
５ 

）
近
江
晴
子
「
ざ
こ
ば
と
天
神
さ
ん
」（
季
刊
大
阪
「
食
」
文
化
専
門
誌
『
浮
瀬
』
№
３　

浪
速

魚
菜
を
守
る
会
、
二
〇
〇
三
年
）

（
６ 

）
原
田
政
美
「
鷺
池
家
史
料
目
録
と
解
説
」（『
市
場
資
料
室
ニ
ュ
ー
ス
』
第
四
号　

大
阪
市
中

央
卸
売
市
場
本
場
（
社
）
中
央
倶
楽
部
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照

（
７ 

）
瀬
尾
竹
雄
『
京
阪
神
市
場
人
物
誌
』（
中
央
市
場
新
聞
社
、
一
九
三
一
年
）
に
よ
れ
ば

「
・
・
・
神
平
商
店
主
鷺
池
平
九
郎
氏
は
嶄
然
と
し
て
異
彩
を
放
ち
其
の
富
実
に
数
千
万
円
と

称
せ
ら
れ
、
多
額
納
税
者
中
の
白
眉
た
り
、
而
し
て
其
の
取
引
高
の
如
き
も
断
然
同
業
を
リ

ー
ド
し
啻
か
に
雑
喉
場
市
場
に
於
て
首
位
を
占
む
る
の
み
な
ら
ず
、
全
日
本
の
同
業
者
中
に

於
て
も
常
に
第
一
位
に
あ
り
て
、
遥
か
に
他
を
凌
駕
し
居
れ
り
。
鷺
池
家
は
雑
喉
場
に
於
け

る
由
緒
深
き
老
舗
に
し
て
、
其
の
家
系
は
連
綿
と
し
て
数
百
年
の
長
き
に
亘
る
。」
と
あ
る
。

（
８ 

）
林
玲
子
氏
は
、
女
性
の
身
近
に
い
た
男
性
の
記
録
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
八
世
紀
京

都
の
木
綿
問
屋
柏
屋
四
代
目
光
忠
の
妻
り
よ
が
、
同
家
発
展
の
過
程
に
お
い
て
店
と
家
の
両

者
を
結
び
、
繁
栄
に
努
力
し
た
こ
と
や
近
江
国
神
崎
郡
中
村
の
在
方
商
人
の
妻
梅
原
み
き
の

生
活
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。（『
江
戸
・
上
方
の
大
店
と
町
家
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
一
年
）
ま
た
、
藪
田
貫
氏
は
、
河
内
古
市
郡
古
市
村
の
「
西
谷
サ
ク
日
記
」
の
分
析

か
ら
、
在
方
商
業
と
い
う
要
素
が
西
谷
家
に
女
性
の
教
育
を
身
に
付
け
さ
せ
、
同
時
に
家
政

処
理
能
力
や
文
筆
能
力
を
高
め
、
そ
の
結
果
、
西
谷
家
の
「
女
文
字
の
世
界
」
が
塊
と
し
て

残
り
、
そ
の
反
面
で
「
村
政
」
へ
の
距
離
が
開
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（「
女
性
と
地

域
社
会―

河
内
古
市
郡
古
市
村
「
西
谷
さ
く
日
記
」
を
素
材
に―

」
藪
田
貫
・
奥
村
弘
編

『
近
世
地
域
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
２　

地
域
史
の
視
点
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）

（
９ 

）
銀
一
両
と
は
、
銀
四
匁
三
分
の
こ
と
で
、
銭
に
換
算
す
る
と
お
よ
そ
三
〇
〇
文
で
あ
る
。（
井

原
西
鶴
「
万
の
文
反
古　

第
二
の
一　

縁
付
ま
へ
の
娘
自
慢
」『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

七
七
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
注
釈
参
照
。

（
10
）
森
田
氏
前
掲
書
参
照
。

（
11
）「
明
治
五
年
正
月
吉
日　

貸
家
賃
扣
帳
」『
鷺
池
家
文
書
』

（
12
）『
資
料
大
阪
水
産
物
流
通
史
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
年
）

（
13 
）「
大
坂
は
高
麗
橋
通
り
三
丁
目
虎
屋
大
和
大
掾
藤
原
伊
織
な
る
者
、
諸
国
に
名
あ
り
て
す
こ
ぶ

る
巨
店
な
り
。
饅
頭
、
出
島
白
さ
た
う
制
一
つ
価
五
銭
な
り
。
虎
屋
饅
頭
と
称
し
、
大
坂
も

諸
所
に
こ
の
店
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
虎
屋
制
に
あ
ら
ざ
れ
ば
客
に
饗
し
あ
る
ひ
は
贈
物
等
に

は
、
他
制
を
用
ふ
る
こ
と
を
恥
ず
る
な
り
。」（『
近
世
風
俗
志
』
五　

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二

年
）
と
あ
り
、
虎
屋
饅
頭
は
客
人
の
饗
応
や
贈
答
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。

（
14 

）
近
世
大
坂
の
葬
具
業
者
は
十
八
世
紀
初
頭
に
は
「
乗
物
屋
中
」
と
い
う
仲
間
を
結
成
し
て
い
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た
と
い
う
。（
木
下
光
生
「
近
世
葬
具
業
者
の
基
礎
的
研
究
」『
大
阪
の
歴
史
』

五
十
七
、二
〇
〇
一
年
）

（
15
）『
近
世
風
俗
志
』
三
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
16 
）
近
江
晴
子
「
軒
を
つ
ら
ね
る
食
の
専
門
店
、
多
彩
な
料
理
屋
」（『
人
づ
く
り
風
土
記
大
阪
の

歴
史
力
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
17
）
乾
宏
巳
『
近
世
大
坂
の
家
・
町
・
住
民
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）

（
18
）『
市
場
資
料
室
ニ
ュ
ー
ス
』
第
四
巻
参
照

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
第
一
回
生
活

文
化
遺
産
研
究
例
会
に
お
け
る
報
告
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
報
告
の
当
日
は

研
究
員
酒
井
亮
介
氏
と
近
江
晴
子
氏
に
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
来
場

者
の
方
か
ら
も
様
々
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
感
謝
の
意
を
申
し
上

げ
ま
す
。


